
モデル事業の実施について（素案）

介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービスの
展開を目指し、令和６年度中に短期集中型サービス及び住民主体型サービスをモデル実施する。

サービス導入のねらい

• 軽度者の再自立（リエイブルメント）を促し、できる限り自分らしい暮らしを支える。
• 早い段階で重度化を防止することにより、介護サービス事業者の負担軽減を図るとともに給付費の

削減に資する。

短期集中型サービス 住民主体型サービス

内容
• リハビリ専門職が実施する３か月間の通所リ

ハビリテーション（面談中心によるセルフマ
ネジメント支援）

• ボランティアが実施する訪問による軽易な生
活支援

• ボランティアが実施する通所による軽易な機
能訓練

• ボランティアが実施する移送前後の介添支
援・同行支援

対象 • 要支援認定者及び事業該当者（基本チェックリスト該当者）

ケアマネジ
メント

• 介護予防ケアマネジメントＡ又は
介護予防ケアマネジメントＢ（簡素化）

• 介護予防ケアマネジメントＢ（簡素化）又は
介護予防ケアマネジメントＣ（初回のみ）

実施方法 • 業務委託による • 補助事業（又は業務委託）による

モデル事業の内容 注）実施調整中のため今後内容に変更が生じる可能性があります。

議案第２号 資料



• ボランティア主体による軽易な生活支援、軽易な機能訓練
サービス及び移送前後の付添サービス等

• 地域包括支援センター又は生活支援コーディネーターが定期
的にアセスメントを実施し、可能な場合は卒業し地域資源等
の活用へ移行

• 地域包括支援センターとリハビリ専門職が訪問し、再自立が認められれば本人同意の
もとサービス卒業

• 一定の支援が必要な場合は生活支援コーディネーターのもと住民主体サービスや地域
資源等（インフォーマルサポート） の活用を調整

• 従来型サービス等への移行は、必要性が認められる場合のみ調整

• リハビリ専門職による通所サービス
• 生活上の困り事解消を目的に、自宅にあるものを活用したリハビリ
• あまり身体に触れず、面談を中心とした自分自身で目標達成を目指すセルフマネジメ

ントを支援
• ３か月間、計１２回の通所リハビリを実施
• １回２時間、毎回本人の実践を振り返り次週の取組みをプランニング

• 地域包括支援センターとリハビリ専門職が訪問し困り事や不安を聞き取り、リハビリ
専門職から再自立に向けたリハビリ方法や目標を提案

• 要支援認定者、非該当の人や窓口等相談者のうち軽度者を中心としてモデル事業の説
明し、同意を取得の上で対象者として選定

• 未認定者に対しては基本チェックリストによりスクリーニングを実施

モデル事業の流れ 注）実施調整中のため今後内容に変更が生じる可能性があります。
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サービス導入により見込む効果

• 先行事例として、リエイブルメント型サービス（短期集中型サービス）を導入した山口県防府市に
おける効果は以下のとおり。

• 防府市では、令和元年度にモデル事業を実施、令和3年1月から本格実施となり、大きな効果をあげ
ている。

卒業率 ６１．３％
• 給付サービス等を利用せず、住民主体サービスや地域資源等（インフォーマルサポート）
を活用しながら生活できるようになった人の割合

• 令和3年1月導入以降の累計

要介護・要
支援認定率 ▲3％ 要介護１

認定率 ▲0.7％（実質）

• 全国平均+0.3%に対し▲0.4%（平成30年度-令和4年度比較）

予防給付費 ▲1.7％
• 令和元年度-令和3年度給付費の比較

• 令和元年度-令和3年度給付費の比較

総合事業費 ▲17.3％
• 令和元年度-令和3年度事業費の比較

出典：「リエイブルメント導入マニュアル」医療経済研究機構国際長寿センター＜日本＞,2023年3月31日発行


